石川県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業補助金交付要綱

（通則）
第１条　石川県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業補助金（以下、「補助金」という。）は、予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、令和７年度介護事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱及び令和７年度介護施設等に対するサービス継続支援事業実施要綱（令和７年12月22日老発1222第２号厚生労働省老健局長通知）、令和７年度介護保険事業費補助金（介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業）交付要綱（令和７年12月22日厚生労働省発老1222第３号厚生労働事務次官通知）、石川県補助金等交付規則（昭和34年石川県規則第29号）に規定するもののほか、この交付要綱の定めるところによる。

（交付の目的）
第２条　この補助金は、昨今の物価上昇にも対応し、また、気候変動の影響等による猛暑や線状降水帯の発生に伴う災害など様々な困難が発生したときにおいても介護サービスを円滑に継続することができるよう、対策を講じる介護サービス事業所・介護施設等（以下「介護事業所等」という。）に対する支援、また厳しい経営環境の中でも食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための介護施設等に対する緊急的な支援として食料品等の購入費に対する補助を行うことを目的とする。

（補助対象者）
第３条　この補助金の補助対象者は、石川県内に所在する介護事業所等を運営する者で、補助事業者という。

（補助対象）
第４条　補助金の対象は、次の事業の実施に要する経費とする。
（１）介護事業所等に対するサービス継続支援事業
ア 介護サービスを円滑に継続するための対応
介護事業所等が気候変動の影響による猛暑などの様々な困難な事態下に介護サービスを継続するために必要な費用
イ 災害備蓄等への対応
介護事業所等が災害発生時に介護サービスを継続するために必要な費用
（２）介護施設等に対するサービス継続支援事業
介護施設等が介護サービスを継続して提供できるよう、食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための食料品の購入費等
　（３）この補助金の交付対象となる経費には、消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。
　（４）（１）の事業については、単品の価格が50万円未満の物品に限る。

（交付額の算定方法）
第５条　交付額は、次の事業ごとに算出した額の合計額とする。
（１）介護事業所等に対するサービス継続支援事業
　　　別表１の補助事業所・施設ごとに、基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。なお、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
（２）介護施設等に対するサービス継続支援事業
別表２の施設ごとに、基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。なお、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

（交付の条件）
第６条　補助金の交付決定には、次の条件が付されるものとする。
（１）補助事業者は、計画変更等の補助対象事業の内容変更（補助事業の中止または廃止を含む。）をする場合または補助対象事業に要する経費の変更（補助金の交付決定額の20％以内の減額による変更及び補助目的の変更を生じない軽微な変更の場合を除く。）をする場合には、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
（２）補助事業を中止又は廃止しようとする場合には、速やかに知事の承認を受けなければならない。
（３）事業が予定の期間内に完了しない場合または事業の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に報告して、その指示を受けなければならない。
（４）補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 30 万円以上の機械、器具及
びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
（昭和 30 年政令第 255 号）第 14 条第１項第２号の規定により知事が別に定める処分制限期間を経過するまで、知事の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
（５）知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。
（６）補助事業完了後に、消費税および地方消費税の申告により補助金に係る消費税および地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）には、知事が別に定める方法により、遅くても補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月30日までに知事に報告しなければならない 。
（７）本事業により取得し、又は効用の増加した財産については、本事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
（８）他の補助金等で措置されているものは、本事業の対象としない。
（９）その他知事が必要と定めた事項に従うこと。

（交付申請手続）
第７条　補助金の交付を受けようとする者は、知事が別に定める日までに、知事が別に定める申請書に当該申請書において定める書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

（補助金の着手時期）
第8条　事業の着手時期は、交付決定のあった日以降でなければならない。

（交付の決定）
第9条　知事は、第７条の規定により補助金等交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、補助事業者に通知するものとする。

（変更申請手続）
第10条　この補助金の交付決定後、計画変更等の補助対象事業の内容変更をする場合または補助対象事業に要する経費の変更（補助金の交付決定額の20％以内の減額による変更及び補助目的の変更を生じない軽微な変更の場合を除く。）をする場合には、知事が別に定める申請書に当該申請書において定める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

（中止・廃止申請手続）
第11条　この補助金の交付決定後、事情の変更により事業の中止、廃止を行う場合は、知事が別に定める申請書に当該申請書において定める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

（申請の取り下げの時期）
第12条　交付申請の取り下げの時期は、交付決定通知の受領のあった日から起算して15日以内に行うものとする。

（状況報告）
第13条　補助事業者は、知事が必要と認めた場合には、補助事業等の遂行の状況を知事に報告しなければならない。

（実績報告）
第14条　補助事業者は、補助対象事業が完了したとき（補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。）は、知事が別に定める方法により、知事に実績報告を行わなければならない。


（補助金の額の確定）
第15条　知事は、前条の規定による履行の確認により、補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、知事が別に定める方法により当該補助事業者に通知するものとする。

（補助金の返還）
第16条　知事は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について返還することを命ずることができる。

（関係書類の保管）
第17条 補助事業者は、補助金と事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を当該事業完了後の翌年度から５年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 30 万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第 14 条第１項第２号の規定により知事が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

（その他） 
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、知事が別に定める。

附 則
この要綱は令和８年4月28日から施行する。





